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第 3 回研究会：コアメンバーによる研究会 

 

【1.実施枠組み】 

日時  2007 年 9 月 22 日（木）16:30 – 18:00 

会場  TCSF 事務局 

 

【2.スピーカー】 

岩附 由香氏（（特活）ACE 代表） 

今田 克司氏（CSO ネットワーク） 

富野 岳士氏（（特活）国際協力 NGO センター事務局次長） 

井端 梓氏（（特活）国際協力 NGO センター広報・渉外担当） 

舩田クラーセン さやか氏（東京外国語大学講師・TCSF 副代表） 

長島 美紀氏（（特活）TICAD 市民社会フォーラム理事） 

西岡 はるな氏（（特活）TICAD 市民社会フォーラム事務局長） 
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シンポジウム「北と南の市民社会ネットワークは何ができるか？」 

【1.実施枠組み】 

日時  2007 年 11 月 22 日（木）14:00 – 16:00 

会場  国立オリンピック記念青少年総合センター 国際交流棟１階 国際会議室 

使用言語 日本語・英語 

当日参加者 32 名（日本 NGO 関係者 21 名、学生 6 名、在日アフリカ大使館関係 1 名、外務

省 2名、アフリカ NGO・ドイツ NGO 各 1 名） 

 

【2.概要】 

時間 項目 スピーカー 

14:00 

～ 

14:05 

開講挨拶 
寒川 富士夫氏（外務省国際協

力局民間援助連携室） 

14:05 

～ 

14:15 

基調講演：日本市民社会連合の現状と可能性－南の

市民社会との連携への展望－ 
下澤 嶽氏(JANIC) 

14:15 

～ 

14:45 

北と南の市民社会間連携の経験（1）：2007 年オルタ

ナティブ・サミットにおける VENRO および、APF にお

ける The German Commission for Justice and Peace

の経験 

ヒルデガード・ハーゲマン氏

(VENRO/ドイツ正義と平和委

員会) 

14:45 

～ 

15:15 

北と南の市民社会間連携の経験（2）：南からの視点

－オーナーシップに関する考察－ 

アンドリュー・クンバティラ氏

(マラウイ経済正義ネットワ

ーク(MEJN)) 

15:15 

～ 

15:35 

パネルディスカッション：北と南の市民社会ネット

ワークは何ができるか？ 

パネリスト： 

平野敏夫氏（特定非営利活

動法人ジェン（JEN）） 

岩附由香氏（特定非営利活動法

人 ACE） 

15:35 

～ 

15:55 

フロアー公開ディスカッション 
ファシリテーター： 

下澤 嶽氏(JANIC) 

15:55 

～ 

16:00 

閉講挨拶 下澤 嶽氏(JANIC) 

 

【3.スピーカー・講師】 

※50 音順 

岩附 由香氏：（特活）ACE 代表 

1974 年生まれ。上智大学卒業、大阪大学大学院国際公共政策研究科博士前期課程修了。97 年学生

時代に ACE を立ち上げ、以後代表。「世界中の子どもに教育を」キャンペーン事務局長、2005

年「ほっとけない世界のまずしさ」キャンペーン実行委員など団体外での NGO 共同キャンペーンに

も従事。2006 年は国際交流基金日米センター、NPO フェローとして米国の児童労働に携わる NGO 研

究等を行う。監訳に『インドの債務児童労働―見えない鎖につながれて』、共同執筆に『地球が舞

台 国際 NGO 最前線からの活動報告』がある。website:www.acejapan.org email:info@acejapan.org 
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下澤 嶽氏： (特活）国際協力 NGO センター事務局長 

大学卒業後、英国の CSV(Community Service Volunteers)の 1 年間ボランティアに参加。帰国後、

日本青年奉仕協会、世田谷ボランティア協会を経て、1988 年には(特活)シャプラニール＝市民に

よる海外協力の会の駐在としてバングラデシュへ。帰国後、1998 年に同会事務局長。2002 年 7 月

に退職し、2006 年 7 月より(特活）国際協力 NGO センター事務局長。平和構築 NGO ジュマ・ネット

代表。一橋大学大学院社会学部博士後期在籍、法政大学非常勤講師。 

 

ヒルデガード・ハーゲマン： VENRO/ドイツ正義と平和委員会 

1960 年ドイツ生まれ。既婚、二人の息子の母。ボンで農業技術の学士を取得後、西マレーシアの

マラヤ大学（クアラルンプール）および Justus- Liebig 大学（ドイツ、ギッセン）において、酪

農牛飼育に関する博士課程を修了。 

カトリックの関係機関である Association of development Co-operation（ケルン）において、開

発協力の分野に進み、東アフリカデスクを担当。その後パプアニューギニアにおいて、地元教区の

牧場のマネージャーとして 4年間勤務し、小規模畜産農家への農業訓練所を再開した。 

1997 年より、ドイツのカトリック教会で、カトリック司教会議のアフリカ担当デスクオフィサー

等、多くの業務に従事している。現在までの 6年間、ドイツの正義と平和委員会（German Commission 

for Justice and Peace）において、セクター開発の担当として従事している。正義と平和委員会

は、人権、平和、開発政策に関わるカトリック組織・機関の会議であり、政府や議会、市民社会と

の政治的対話を強化し適切な物にすることを目指し、Joint Conference of church and development 

(GKKE)において、プロテスタント教会とも協働しながら活動している。同正義と平和委員会は、ド

イツの開発 NGO のプラットフォームである VENRO のメンバーでもある。 

ハーゲマン博士の専門の一つは EU の開発政策であり、VENRO を代表して CONCORD（欧州の開発 NGO

連合）の Cotonou ワーキンググループで活動している。さらに、ミレニアム開発目標、NEPAD、イ

ンフォーマル経済、「the Right to Organise」、農業貿易、市民社会参加の分野でも活躍している。 

 

平野 敏夫： 特定非営利活動法人ジェン（JEN）海外事業部次長 

東京大学大学院修士了（薬学）。アメリカで農場勤務を経て、海外青年協力隊でザンビアへ。 

その後、会社員をする傍ら、夜間の大学院で開発を学んだ後、NGO に勤めザンビアとアンゴラに駐

在。地雷回避教育、給水事業、保健・医療、農業事業などを担当。2005 年 6 月より JEN シニア・

プログラム・オフィサーとしてエリトリア勤務、同年 10 月から東京本部事務局にてエリトリア、

スリランカ、新潟事業を担当。2007 年 3 月より現職。 

 

アンドリュー・クンバティラ氏： マラウイ経済正義ネットワーク（Malawi Economic Justice 

Network：事務局長 

 

 

【4.講義内容詳細】 

4-1：開講挨拶（寒川 富士夫氏） 

NGO 研究会では、中間組織である NGO の強化の必要性から、ネットワーク NGO のあり方について、

昨年度よりセミナーを開催し研究を積み重ねてきている。我が国における NPO 法人の急増に伴い、

多種多様な NGO がお互いに共有している問題をめぐり、情報の交換や共同の取り組みが行われてき

た。その結果、分野別・支援国別・地域別・課題別に様々なネットワークが構築されつつある。 
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国際協力 NGO の活動に対する一般市民の関心も高まりつつあり、市民社会の NGO に対する見方が

変化してきていることに伴い、NGO 側も単に「自分たちが好きなことをやる」という視点ではなく

「周りから求められる役割に対応する」必要性がでてきたと言える。ネットワーク NGO に対しては、

人的・物的資源や情報の共有を越えて、NGO 間の調整や活動の支援組織としての役割が求められて

いる。特にスタッフの人材交流、専門性の向上、市民からの支援の拡大やアカウンタビリティを果

たすための情報の提供、政府等関係諸機関への政策提言活動や連携構築などが求められている。 

 

他方、日本のネットワーク NGO は恒常的に人的資源や資金面での困難に直面している他、海外の

NGO との連携には必ずしも積極的に対応し切れておらず、特にアジアのネットワーク NGO との連携

や欧米のネットワーク NGO との連携のあり方は今後の課題である。日本のネットワーク NGO の国際

的発言力は相対的に低い位置に留まっており、日本の NGO の国際的プレゼンスも充分高まっていな

い状況にある。 

 

外務省は、昨年 NGO 連携に向けた 5カ年計画を策定した。その狙いは、日本の NGO に、国際競争

力を有する NGO や国際的な発言力を有する NGO に成長して頂くことにある。同 5カ年計画の重点分

野の一つが NGO の能力向上である。昨年度よりネットワーク NGO のあり方に関する NGO 研究会を実

施したのも、中間組織である NGO の能力を早急に強化したいと念願したからである。 

 

来年は第 4回アフリカ開発会議（TICAD IV）が日本で開催される予定であり、国内外の NGO との

連携による地球規模の課題の取り組みも行われると思われる。そうした状況を踏まえ、本年度の

NGO 研究会での「ネットワーク NGO のあり方」では、これまでアジアとアフリカの市民社会や NGO

とのネットワーク作りの可能性や課題について議論を重ねてきた。今次シンポジウムでは、「北と

南の市民社会ネットワークは何ができるか」というテーマの下に、ドイツの代表的ネットワーク

NGO である VENRO からハーゲマン博士、マラウイより MALAWI  ECONOMIC JUSTICE NETWORK の事務

局長であるアンドリュー・クンバティラ氏を招き、北の市民社会と南の市民社会といかに連携して

いけるのか、その可能性や課題について模索したいと考えている。 

 

4-2：基調講演：日本市民社会連合の現状と可能性－南の市民社会との連携への展望－

（下澤 獄氏） 

 

NGO とネットワーク 

まずは、ネットワークの捉え方に関して、包括的な話をさせて頂く。 

• 19 世紀から市民による活動がイギリスを中心として、非常に活発化した。 

• NGO は、国家機関と比べて規模が小さく、課題が選択的であり、特定の課題にのみ取り組む

傾向がある。深く早く柔軟に対応できる特性があるが、同時に社会的インパクトを持たせ

たい時には弱点となり得る。 

• そのため、多様で組織規模や社会的インパクトが限定的な NGO は、ネットワークすること

で、機能を高度化する必要が自ずとあった。NGO がある所にはネットワークも存在し、そう

したネットワークは何らかの目的と機能を満たすために存在している。 

• ネットワークは NGO の宿命的課題と言える。 
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ネットワークが生み出す価値 

1: 自分たち以外のセクターへ 

価値(1): 主張を分かりやすくする、強くする 

どんな価値をネットワークに見出すか。これには一つ一つのネットワークにより異なるが、よくみ

られる価値としては、NGO の主張・メッセージをより強く、または明確にするという機能がある。 

価値(2): 他セクターとの接近を容易にする 

例えば、労働組合連合等が NGO と連携したいというときに、まずネットワークにアクセスするとい

うのはよくある傾向である。 

価値(3): 情報発信を効果的に行う 

情報発信を効果的に行い、ワンストップ、またはひとつのチャンネルからメッセージを出すことに

よって、これが NGO の声・情報であるということがわかりやすくなる。 

2: 自分たち内部へ 

価値(4): 倫理とルールの創出 

NGO における倫理やルールに関して、全員が合意するものをつくるときには、ネットワーク NGO が

あることが非常に効果的である。 

価値(5): 経験交流、情報共有 

価値(6): 相互扶助を協働の場作り 

連携したプロジェクトや広報活動を行う、またはファンドレイズを行う時にも、ネットワークがあ

ると動きが活発になる。 

価値(7): リスク対応 

スキャンダラスな NGO がでてきた場合に、ネットワーク NGO がなんらかの公式見解を述べたり、立

場等を表明することでリスクを和らげる効果もあると思われる。 

 

ネットワークの形態分類 

NGO の間にも多様なネットワークが存在するが、2つの軸で分析・分類するとより機能がわかりや

すい。ひとつは、テーマによる分類である。保健・アフリカなどの個別のテーマを扱うネットワー

ク、反対に、より包括的に開発援助全般、NGO 全般のことを多様に扱うネットワークが考えられる。

もうひとつの軸は、時間の制約をもつか否かによる分類である。こうした分類は、整理のためであ

って、良否を決めるものではない。それぞれの目的に合わせて、時限的・継続的、個別テーマ的・

包括テーマ的かを戦略的に定める。 

 

押さえたいポイント 

どのネットワークにおいても重要なのは、以下のポイントである。 

• 明確な Output、Outcome 

Output と Outcome を明確することにより、ネットワークの強さが決まる。G8 サミット NGO

フォーラムの場合は、明確に問題を定めたために、目的志向の NGO が素早く集まった。逆

に曖昧な場合は、運営上の問題が起こりやすい。 

• 持続的＋包括的ネットワークの増加 

JANICのように、持続的かつ包括的なネットワークは、NGO界に与える影響が非常に大きい。

こういったものが今後増えることが見込まれる。 

• 正統性と透明性、民主的な運営 

正統性と透明性の高い、参加した NGO がオーナーシップを持てる運営が求められている。
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非常に時間がかかる手続きの多い活動になるが、ネットワーク NGO が正常に機能するため

には非常に重要である。 

• ネットワーク NGO の評価と価値の再確認 

ネットワークを構築することの膨大な時間と手間に対し、対価を払うという認識が持もた

れにくい。そのため、ファンドレイズすることが難しい実態がある。この価値を社会が認

めるためには、市民社会の成熟度が影響する。 

• 代弁者的（Representative)から、演出者（Promoter)へ 

包括的なネットワークには、演出者であることが求められてくる。ネットワーク NGO は、

多くの NGO の代表者であり、代弁者であるという機能を持たされがちだが、ここに大きな

落とし穴がある。参加 NGO がいかに表現できるのか、という場の設定の方にネットワーク

NGO は注力すべきである。 

 

日本の市民ネットワーク 

市民社会の活動がどの時点で始まったのかは捉えにくい部分があるが、多くの場合、中間支援組

織やネットワーク的なものは、戦後行政が比較的牽引する形で形成された例が散見される。自治

会・町内会・PTA・社会福祉協議会・青少年団体・ボラントピア計画など、行政の資金によって中

間支援組織として作られたケースが多いが、これらは今ではやや形骸化が見られる。行政の、行政

サービスの受け皿として機能する以外の主体的な成長が不足していたという傾向がある。 

より主体的に市民自身が作る団体・運動は、1970 年代以降に活発になった。その中でも NGO の成

長は顕著である。NGO が作り上げてきたネットワーク NGO（JANIC や関西 NGO 協議会等）は比較的

自立度の高い、自治意識の高いネットワークとして今日まで続いてきた。その意味では、過去作ら

れた行政主導の、受け皿化しやすい形の中間組織と比較して、新しい型のネットワークとして模索

を続けているが、膨大な調整をしながらも、多くが資金不足に悩んでいるという特徴がある。こう

いった機能を行政が本来は代行する時代があったことは否めない。 

自治的ネットワーク組織を官・行政がどのように見ていくかについては今後大きな議論をしなけ

ればならないのではないか。日本の NGO ネットワーク組織が行政から部分的な資金援助を受けるこ

とは土壌からも役割からも必要である。しかし、ネットワークを作っている中核部分に対する理解

は比較的弱く、その周辺に生まれた結果の方にお金を出す傾向が強いため、今後ファンディングの

あり方が議論される必要性を感じている。 

 

4-3：北と南の市民社会間連携の経験（1）：2007 年オルタナティブ・サミットにおけ

るVENROおよび、APFにおけるThe German Commission for Justice and Peaceの経験（ヒ

ルデガード・ハーゲマン氏） 

 

私たちは、特にアフリカとのパートナーシップ構築に経験を積んできたのでご紹介したい。アフ

リカとのパートナーシップは私たちの将来にとって極めて重要な前進であり、世界を平和に導くた

めに不可欠である。 

 

ドイツ正義と平和委員会について 

まず、私が今どのようなネットワークに関わっているかを説明するため、私の所属団体のドイツ

正義と平和委員会の紹介から始めたい。ドイツ正義と平和委員会は、カトリック機関のラウンドテ

ーブル組織であり、政治的な対話と市民社会の対話を、平和・人権・開発問題に関して実施してい
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る団体である。世界中の正義と平和委員会と国際的に連携し、共通の課題に取り組んでいる。また、

私たちは、教会やカトリック系の組織だけではなく、宗派を超え、プロテスタントの教会とも協力

している。正義と平和委員会は発足から 40 年が経っているが、35 年前から全キリスト教を巻き込

んだイニシアティブを取ってきている。 

私たちは、市民社会の対話が他のアクターや市民社会にも向くよう力をいれており、ドイツのプ

ラットフォーム NGO である VENRO（日本の JANIC に相当する）のメンバー団体とも相互に繋がって

いる。VENRO には 100 以上の NGO が加盟しており、政府に対する共通の提言や情報交換を行ってい

る。VENRO は 1995 年に発足し、欧州 NGO ネットワークである CONCORD にも加盟している。開発や

ネットワークが、国レベルから地域レベルへと向かっていることの証である。これまでを振り返っ

てみると、40 年前に連携を始めて以来、国レベルのプラットフォームが約 12 年、地域レベル（欧

州）のプラットフォームが約 5年続いている。継続的な開発もみられ、パートナーシップやネット

ワークに新たな挑戦や形態をもたらすと同時に、古典的な開発協力から政治協力に移行し、アドボ

カシーやロビーイング活動にもフォーカスしてきている。その意味で、国内や地域に限らず、これ

まで数十年間、開発において協働してきたパートナー達とのパートナーシップやネットワークを発

展させることは重要である。 

 

アフリカの市民社会組織とのパートナーシップとネットワークについて 

よりよいパートナーシップを構築するべく、私たちはアフリカともネットワークを構築している。 

・ 目標 

私たちの目標は、貧困削減、周辺に追いやられた貧困者のエンパワーメント、グローバル化の

形成、人権促進、オーナーシップの促進・奨励などである。 

・ コア原則 

私たちは、パートナーシップとネットワークをコア原則とし、信頼と自信を醸成していきたい

と思っている。信頼がパートナーシップの基礎的な前提であるためである。パートナー間の平

等の確保、既存の現地の構造や資源について十分に敬意を表すること、タイミングを重視する

こと、人材開発を支援すること等を重要視している。人材開発については、時間的枠組みには

め込んで考えられるものではないことを意識しなければならない。たとえ私たちが北の国の人

間であっても、人材開発が最も時間のかかることだということを無視することはできない。も

うひとつのコア原則は、キャパシティビルディングである。既存の能力を保存していく形で能

力向上を支援することが必要である。 

 

活動事例の紹介 

4 つの活動の事例を挙げる。 

・ 事例 1）ドイツ正義と平和委員会 

私たちの委員会は、参加と開発プロセスの意義、制約や機会についての対話を何年も前から始

めている。前述のコア原則は、アフリカ諸国と、また国内、欧州の正義・平和委員会でのこれ

らの対話の結果に基づいている。 

・ 事例 2）EU におけるドイツ議長国期間中に VENRO が主催した NGO プロジェクト 

同プロジェクトのポジションペーパーとして、マニフェスト「アフリカとヨーロッパの政策の

展望」を作成した。ここで非常に重要なのは、欧州の開発 NGO のみの視点から提言を書いたの

ではなく、アフリカのパートナーと共通の提言を作成し、共同で欧州に進言したということで

ある。これは画期的なステップであった。ちょうど一昨年前、ドイツのミュンヘンにおいて、
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事前の準備なしに集まり、今日と同じ規模の部屋でワークショップを開催したのである。EU の

パートナーと同程度の数のアフリカパートナーが出席し、ドイツが EU 議長国を務める期間にお

ける、開発と政治についての重要課題について提言をまとめた。 

・ 事例 3）APF レベルでの市民社会との対話 

2007 年度のドイツ G8 ハイリゲンダムサミットに関連して、アフリカ・パートナーシップ・フ

ォーラム（APF）における市民社会組織（CSO）の対話を開催した。これも G8 サミットのシェル

パ会合や CSO 会議と同様に、革新的なステップであった。 

・ 事例 4）GCAP 

これもネットワークとパートナーシップ構築の活動の一例として挙げられる。 

 

活動事例 2）に関して、マニフェスト「アフリカとヨーロッパの政策の展望」の紹介 

EU におけるドイツ議長国期間中に VENRO が主催した NGO プロジェクトで作成されたマニフェスト

の内容は、次の通りである。 

1. EU-ACP（アフリカ・カリブ・太平洋諸国）間の公平な貿易を実現するための提言 

2. 予防と平和構築、および小型兵器や小火器の貿易規制に関する提言。小型兵器・小火器

の流通は、アフリカ諸国において極めて深刻な問題である。ドイツにとっても、兵器を

輸出している側として重要な課題である。 

3. エネルギー政策に関してグローバルな変革を推進すること。気候と整合性のある開発を

実施すること。 

4. 危険性をはらむ気候変動を防止すること。 

5. HIV/AIDS に関し、予防と治療の世界的アクセスを改善すること。 

6. ジェンダー平等を実現すること。 

7. EU の開発協力における NGO の役割を拡大すること。これについては、かなり以前から欧

州委員会で議論されてきた。私たち CSO は、単なる非政府当事者と考えられているが、

この呼ばれ方には満足できない。なぜなら、非政府というときには民間部門も含まれて

おり、営利追求であっても非政府と言えるからである。CSO や NGO は、営利団体とは取

る手段が異なるということを私たちは訴えている。NGO は、イニシアティブを積極的か

つ主体的に持ち、倫理観に支配され、本当の意味での CSO の価値観に基づいて行動をと

っている。アジェンダ策定においても実施プロセスにおいても、あらゆるレベルで参加

が必要である。 

 

活動事例 3）APF レベルでの市民社会との対話に関する詳細な紹介 

次の例として、NEPAD・G8・APF の市民社会対話を挙げる。2001 年に NEPAD が G8 に介入してから、

キリスト教関係機関以外の様々な機関が参加した。2002 年のカナナキス G8 サミットでは、アフリ

カが焦点となった。私たちは、最初にアフリカの教会を集め、アフリカのパートナーをサポートし、

彼らの立場を NEPAD や G8 へ伝えるという活動を行い、G8 やドイツ政治家、代表者と議論をするプ

ラットフォームを提供した。連携で共通の活動に取り組むためのプラットフォーム作りを手伝った

のである。今後は、OECD についても、CSO の対話を促進していきたいと思っている。NEPAD には、

G8 だけでなく OECD 諸国が関わっているためである。 

 

活動事例 4）GCAP に関する詳細な紹介 

GCAP は、MDGs 達成だけではなく、貧困削減、女性のエンパワーメント、保健リスクの削減のよ
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うな市民社会の権利に対応しなくてはならない。GCAP については世界的連携が既に形成されてい

るが、ドイツでは VENRO がリーダーシップをとってキャンペーンを進めている。 

国際的な組織を通してアドボカシーを実施していくことが重要である。より弱い他国の CSO のポ

ジションを強めるためにも、国際的枠組みが重要であろう。より小規模な CSO は、自国政府に対し

て彼らの立場を訴える上で、国際的パートナーシップの支援があれば一層活動が行いやすくなるだ

ろう。そうしたことから、G7・NGO プラットフォーム・アライアンスと同様の枠組みを作るべく努

力している。これは、政府間組織ではなく、教会や NGO の G7 や G8 のようなものを構築し、政府に

対して立場を訴えるという活動である。 

 

今後の課題について 

これらの事例や分析に基づき、今後の課題について考えたい。 

・ドイツ正義と平和委員会について 

ドイツ正義と平和委員会も、様々な課題に直面している。私たちの対話と参加の成果を、アフリ

カの正義と平和委員会に普及させなくてはならないが、まだ不十分である。また、教会の役割と参

加型プロセスのダイアログを奨励しなければならないだろう。 

・EU とアフリカの共同戦略について 

現在、全ての NGO・CSO が独自のアジェンダを進めている。私たちは欧州レベルで活動している

が、2007 年 12 月には EU－アフリカサミットが開催される。そこで EU アフリカ共同戦略が調印さ

れる予定だが、ここでの課題は、EU とアフリカにおける市民社会の役割を議論に取り込んでもら

うことである。なぜなら、人権組織、労働組合、環境組織などは社会における価値観を形成するた

めに存在するのであり、批判的視線から政府の番犬としての役割を果たさなくてはならないと考え

るためである。 

・G8 サミットと APF、CSO の対話について 

CSO との対話を首脳会議の前に行うのは新しい取り組みではあるが、これを後退させることなく、

政府や G8 のステークホルダーとの対話をより強化させなくてはならない。そして、G8 首脳のシェ

ルパとのダイアログを、実際の首脳会議の前に開催するプロセスを強化させなくてはならない。こ

れにはステークホルダーや政府はもちろん、民間も含まれる。 

・GCAP について 

GCAP は共通のポジションを訴えるためのネットワーキングである。これが地球規模の NGO・CSO

コンセンサスを形成するだけでなく、国レベルのロビーイングにもなっていく。 

 

結論 

1. 貧困削減、環境問題、MDGs 達成等のグローバルな課題に取り組むために、CSO 間のパー

トナーシップ、連携、ネットワークが必要である。 

2. パートナーシップの原則に基づいて、信頼にのっとった長期的な対話を行い、互いに合

意できるような共通の立場が形成されなくてはならない。 

3. 参加型アプローチにより形成された共有のビジョンと共通の立場によってこそ、ロビー

イングやアドボカシーの質が高まる。 

4. 開発協力における参加型アプローチは、自分たちの状況改善を目指す人々のオーナーシ

ップを推進することにつながり、家父長的・新植民地的な開発協力を克服することがで

きる。 

5. 対話が重要である。 
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4-4：北と南の市民社会間連携の経験（2）：南からの視点－オーナーシップに関する考

察－（アンドリュー・クンバティラ氏） 

 

MEJN について 

マラウイ経済正義ネットワーク（Malawi Economic Justice Network、以下 MEJN）は、150 以上

の市民社会組織の連合であり、メディアや宗教団体、農業者の団体、女性の団体、少年の団体など

様々なレベルの団体が参加している。私たちの役割は、政府やドナーの政策が貧困層により役立つ

ものであるかということを確認することであり、特に予算策定に深く関わっている。これらの課題

に対応するため、マラウイ国内の全ての地区にネットワークの代表を置いているほか、地域のネッ

トワークにも参加している。また、国際的ネットワークにも参加しており、アメリカ、日本、ヨー

ロッパなど北側とのパートナーシップを構築しているアクション・エイド、オックスファム、ワー

ルド・ビジョン、ケア・インターナショナルとも連携している。 

マラウイにおいて民主化がもたらされたのは 1994 年のことである。それ以前は市民社会の活動

はほぼ存在せず、存在するものも第一段階の基本的人権問題を扱っていた。1994 年以降にいくつ

かの市民社会団体が生まれ、第二段階の権利ということで、経済・社会問題が取り上げられるよう

になった。MEJN もそうした団体の一つである。 

以降、農業、健康、水資源、環境などのいくつかのセクターでネットワークが作られてきた。私

たちは、政府やドナーと草の根の市民との橋渡しの役割を果たしており、特に予算に関する課題を

扱っている。マラウイでは、予算を通じて国の 6割以上の活動が決定されるため、その予算の内容

は非常に重要である。残りの 4割は援助によってもたらされるものである。予算が効率的に使われ

ており、成果を最大化するような形で運用されていることを確認する必要がある。 

ここで私たちがしなければならないのは、国会議員に対してロビー活動を行うことである。また、

貧困層のためになるよう予算が立てられていることを確認しなければならない。そして、市民自身

がどのようなニーズがあるか一番理解しているため、予算策定に市民が参加できるよう、参加型ア

プローチが取られていることを確認する必要もある。さらに、公的支出が、実際に約束どおり行わ

れているかを確認する。最近、マラウイは日本を含むドナー国から債務の救済を受けたが、それが

貧困層の救済に役立つかという確認も行っている。 

まとめると、予算分析、つまり予算情報を整理しなおして、誰でも分かるような形にしていると

いうことである。政府のサービスに対する市民の満足度調査（SDSS）なども実施している。また、

公的支出トラッキング調査を行い、公的支出が貧困改善のために有効に活用されているか否かを調

査し、その調査結果に応じて政府の説明責任を果たしてもらうよう活動している。さらに、一般国

民の評価をまとめ、ラジオやテレビ、ワークショップや新聞を利用して啓蒙活動を行っている。 

 

南北間連携について 

南の観点から南北の CSO の連携について、どのような補完関係が存在するのか、どのようなコラ

ボレーションが可能なのか、何を学んだのか、どのような課題があるのか、今後どのようにすれば

よいのかについて話したい。 

まず、過去 25 年の間、南北の CSO 間の関係は、冷戦後グローバリゼーションや民主化が進んだ

ことにより、大きく変化してきた。また、国を超えた資本の流れができたことから、世界の貿易環

境が変わってきた。これらは南北の CSO の関係にも影響を及ぼした。昔は、奴隷制度を通じての関

係があった。その後植民地化が進み、北の国がアフリカに入ってきて、アフリカの分割を行った。
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さらにその後、グローバル化が起きた。現在は様々なことが起きている。 

南北間の関係といっても、南北の政府間の関係、CSO レベルの南北の関係、北側の政府と南の CSO

の関係など様々なレベルがあるが、本日は南北の CSO の関係に焦点を絞って話したい。 

 

南北市民社会間連携の目的 

南北市民社会間連携の目的は、過去の奴隷制度や植民地制度から離れて、開発を促進しようとい

うことである。グローバル化が進む中で、様々なパートナーシップが生まれている。具体的には、

南における一人当たりの所得を上げることや、識字率向上、情報通信技術、貿易を促進し、その中

でメリットを最大化するための努力が払われている。こうした点で、南北のパートナーシップの利

点があると考えている。 

両者の関係には補完性がある。両者とも開発に焦点をあてているからである。北は南を支援し、

南は開発を行う。南には豊富な資源がある一方で、低開発地域となっているため、南北間のパート

ナーシップを通して南を引き上げ、開発を進めることができるだろう。両者の連携は、北も南もメ

リットのある形にすべきである。そして、これまで隅に追いやられていた人も参加できるようにす

べきである。その際には、IMF や世銀に対しても透明性を高めていく必要があるだろう。 

また、共同で地雷撲滅キャンペーンや、債務救済、HIV/AIDS、気候変動、G8 のアジェンダに対

するキャンペーンなどを行った経験もある。 

 

南北市民社会間連携のメリット 

・ 財政的・技術的なキャパシティビルディングに対し、支援を得ることができる 

・ 国際的に注目を得ることができ、海外のネットワークとも接点を持つことができる 

・ 専門的な能力（コンピテンシー）や情報にアクセスできる 

・ 倫理的・政治的支援が得られる 

・ 共有のビジョンに基づいた長期的展望が得られる 

・ 多様性に敬意を持つことができる 

・ 説明責任を分かち合い、知識を共有する 

・ 信頼を確立する 

 

南の市民社会にとっての課題 

・ 財政的、技術的な制約が存在する。北の政府は、北の CSO に財政援助を行い、その資金が

北の CSO を通して南に流れてくるため、南の CSO の柔軟性や創造性が損なわれてしまう。

これは、北の CSO が南について熟知していると北の政府が考えているためである。 

・ CSO が制度的にまだ脆弱であること。依然として社会・経済的な問題や、政治的問題、紛

争が残っていたり、インフラが未整備であったりしているためである。 

・ 北側の CSO は、自分たちで南の開発をしたいと考えているが、私たちは、継続的な形で北

の CSO とパートナーシップを組んでいきたいと考えている。北のプロジェクトの実行は南

に任せていただけると、更に効果が上がると考えている。 

・ 南の国において、統計データの質が悪かったり存在しなかったりするために、アドボカシ

ー的に十分な証拠を得られない現状がある。統計データが公式に政府から発表されないこ

とも多く、また予算に関する情報開示の難しさも介在している。 

・ 政策に関する文書やその他の公的文書へのアクセスが悪い。 

・ 政治的状況も好ましいとは言えない。 
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・ 北の国には様々なパートナーがおり、北の資金が様々な組織を通じて提供されるため、彼

らは様々な CSO に対応しなければならない。北の国が、それぞれ違う条件、要求内容に対

応するのは難しいと考えられている。しかし、パリ宣言の効果を高めるために、南と一緒

にマネジメントするという姿勢が必要ではないか。 

 

南北市民社会間連携の今後 

将来的にはまだ課題が残っているが、一方で、北の市民社会が南の市民社会との連携活動を行っ

ており、本日のような場が持てることは、正しい方向に向かっている証左である。こうした試みが

今後も継続することを望んでいる。過去の成功例から学び、成功例を積み重ねて行くようにしなけ

ればならない。また、劇的な形で北側に変革を求めていきたい。独立した諮問委員会などを設けて、

継続的に南北の市民社会間連携を実施していくのがよいのではないか。少しでも多くの南側の声を、

北側に反映していきたいと思う。 

将来的には、協調と調和がより改善されることが必要である。それと共に、南の CSO に対する直

接的な資金供与を実現していただきたい。また、新しいアイディアをいかに実行に移すかといった

難しい問題に対して、より深く調査を行っていく必要があるだろう。北側がどうやって劇的な変化

を遂げるのかは、決して簡単な事ではなく、何らかの形で解決策を見出して、共通のアジェンダを

前に進めていく必要がある。さらに、南の経験をより文書化することが求められる。というのも、

現在存在しているのは、主に北側の経験についての様々な文献であるが、南側でどのようなことが

起きているかについても整理して行く必要があるためである。 

 

結論 

現段階においては、北と南の CSO は共通のアジェンダを持っており、透明性を持ってアドボカシ

ーを行っていることが指摘できる。こうした共通のアジェンダを持っていること自体が、評価され

るべきことである。しかし、南北の関係を含め、全体を取巻く環境は刻々と変化しているため、共

通のアジェンダを構築するためのより創造性のある方法が必要であろう。また、北は、南を単なる

援助の受け手としてではなく、対等なパートナーと捉えるべきである。 

 

4-5：パネルディスカッション（ファシリテーター：下澤 嶽氏） 

ハーゲマン氏のプレゼンテーションでは、ネットワークの広さ、多様さ、重層性があることが報

告され、またクンバティラ氏のプレゼンテーションからは、南と北の関係における様々な課題もあ

りながら、アドボカシー活動においては連携が必須であることが指摘された。 

パネルディスカッションでは、日本の NGO に深く関わっているお二人から、今のプレゼンテーシ

ョンに合わせ、ご自分の現場やキャンペーンの経験から、南北のネットワーク連携についていくつ

かコメントを頂きたい。 

 

【パネリスト：平野 敏夫氏】 

JEN の紹介 

JEN は Japan Emergency NGO の略。自然災害や紛争後の緊急支援と復興支援を行っている。実

際に事業を現場で実施する団体であり、ネットワーク NGO ではない。現在活動している国は、ア

フガニスタン、パキスタン、スリランカ、スーダン、イラク、日本の新潟である。 

 

現場型 NGO とネットワーク 
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JEN はいくつかのネットワークに所属しており、フィールドで活動しているからといってネッ

トワークとは関係ないのかというとそうではない。いくつかの事例を挙げる。 

例 1：先日、アフガニスタンで活動している日本の NGO で結成された JANN（日本アフガン NGO

ネットワーク）から、日本の政党の党首に対して要望書を提出した。政党間でアフガニスタンや

イラクへの支援が議論されているが、アフガニスタンで活動する日本 NGO を支援し、NGO を通し

た復興支援を実施してほしいとの要請を行った。これはアドボカシーである。政府が政策を形成

するプロセスに市民がどのように関与していくかということを考えた場合、たった一つの団体が

声を上げても中々声が届きにくい現状がある。そうした場合に、ネットワーク NGO を通して、加

盟する NGO が一緒に声を上げていくことにより、政策に市民が関与することができ、現場型 NGO

としても支援を得ることが可能になる。 

例 2：JEN に入る前の個人の経験を紹介したい。ザンビアにおいて、小型武器回収の事業を行う

必要性があったが、日本では小型武器問題があまり知られていなかったため、日本からの寄付を

得にくく実現できなかったことがあった。その時、私が日本に帰国し、小型武器問題に取り組ん

でいる国際的ネットワーク（国際小型武器行動ネットワーク、IANSA）に加盟して、全世界で小型

武器の回収等をしている NGO の方々を日本に招聘した。そして東京で NGO 国際会議を行い、まず

日本の市民社会に小型武器問題を紹介した。その招聘者達とはそれまで連携がなかったが、国際

ネットワークを通じて紹介を受けた結果、200 人以上の日本の市民・学生に小型武器問題を知っ

てもらうことができた。こうしたアドボカシーは一団体では行えないが、アドボカシーを行わな

いと特定のイシューを NGO も現場で扱うことができない。その意味で、ネットワークに期待して

いる。 

 

【パネリスト：岩附 由香氏】 

私自身、いくつかのネットワークに関わっているが、それらのネットワークを紹介しながら、

コメントしたい。 

ネットワークの特性と事例 

今日のプレゼンテーションを聞きながら、いくつかのネットワークの特性が見えてきた。1 つ

は、能力強化である。マラウイでも、テクニカルなサポートが北の市民社会からあるということ

が指摘されていたが、ネットワークによる能力強化が挙げられる。2 つめは、孤立を超えて地域

のアクションを強化すること。それぞれ別々にやっていることが、つながることによって、一緒

に行ったり情報共有をしたりできるということです。3 つめは、グローバルな課題に対しグロー

バルなアクションで対応できるということ。これら 3 つのことが、ネットワークにより実現でき

るのではないか。 

私が今関わっているいくつかのネットワークを紹介したい。 

まず 1つめに、グローバルマーチがある。児童労働に反対するグローバルマーチというネット

ワークが、児童労働に関することを世の中に知らせ様々な資源を動員するために、マーチを 1998

年に 6 ヶ月間実施した。ACE はそれを日本で実施するために立ち上がった NGO であり、当初は時

限的・個別テーマ的な団体であったし、グローバルマーチも同様であった。グローバルマーチが

終わった時に、ACE も活動を継続し、グローバルマーチもネットワークとして継続することにな

った。時限的なものから継続的なものに変化した例である。 

2 つ目にご紹介したいのは、「世界中の子どもに教育を」キャンペーンというキャンペーンであ

る。このキャンペーンは、世界中の教育に関わる NGO や労働組合等が共に活動している個別テー

マ的なものである。毎年 4 月、学校に行けない世界中の児童のために、世界同時アクションを起
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こすことにより、世界、特に先進国から教育に関する援助を引き出そうという活動である。グロ

ーバルな課題に対してグローバルなアクションで対応している例だと言える。 

また、児童労働ネットワークというネットワークがある。2004 年に ACE が立ち上げたネットワ

ークで、個別テーマ・継続的なネットワークである。ただしこれにもグローバルな側面があり、

児童労働の問題を世の中に伝えるために、6月 12 日の「児童労働反対世界デー」を中心に、途上

国を含めた各国でアクションを実施している。当初は ACE が行っていたものであるが、ネットワ

ークが形成されたことにより、ネットワークのキャンペーンとして活動するという形に発展して

いったという経緯がある。 

G-CAP（ほっとけない世界の貧しさ）について。時限的・包括的ネットワークだが、やはり貧

困というグローバルな問題に対してグローバルにアクションを取っている。私たちが南の国に行

くと「こちらに来なくてもいいから、北の国の援助をよくしてくれ」等と言われることがある。

南と北の連携という意味では、グローバルな課題に対して自分の国でやれることがかなり多くな

ってきたのではないかと感じている。 

2008年 G8サミットNGOフォーラムにも関わり、貧困開発ユニットのサブリーダーをしている。 

 

今後の課題 

今回の話を聞きながら、グローバルな課題には、見えやすいものと見えにくいものがあるので

はないかということを感じた。例えば、環境や貧困・MDGs・HIV/AIDS 等、分かりやすく名前がつ

いた問題は、グローバルな課題として認識されやすく、お金も集まりやすいが、他方、グローバ

ルな課題ではあっても、名前やリソースがつかない問題については注目されず、問題が大きくて

も中々世界的なアジェンダとして取り上げられないことがある。児童労働は特にそういう問題で

ある。北と南の連携が進んで、様々な問題が解決していくのだが、一方で、何の問題を解決しよ

うかというアジェンダ設定から漏れ落ちてしまうものもあるのではないか。 

 

4-6：フロアー公開ディスカッション（ファシリテーター：下澤 嶽氏） 

■フロアーからの発言 1 

ハーゲマン氏に質問。ヨーロッパの中には重層的な NGO ネットワークがあるとお話を理解した。

縦型のヒエラルキーがあるように感じたが、NGO の横の平等性を保つために、どのようなルールを

決めてネットワークを運営されているのか。 

□ヒルデガード・ハーゲマン氏 

ヒエラルキーの中でのフレキシビリティをいかに上部レベルつまり EU レベルで確保するか、は

大きな課題である。なぜなら、アドボカシーを行っていて政府レベルとのコンタクトをする人が必

要だからである。例えば、EU で農業貿易やインフラ整備などの様々な決定が下され、また、開発

協力などの決定において EU レベルに様々な権限が与えられているが、それに対応できるパートナ

ーが必要である。 

フレキシビリティと各国のアイデンティティをいかに保つかということについては、バランスの

問題だと考えている。あらゆる国レベルのプラットフォームや NGO グループが、それぞれのニーズ

や組織の力に応じて共通テーマの設定に貢献しうる。しかし、力によって権利を買うようなことや、

経済力のある組織が、国際レベルにおいてそうでない組織よりも大きな発言力を持つようになって

はならない。そのため、国レベルと同様に、国際レベルにおいても民主主義のルールを取り入れな

ければならならず、加盟した時に、まず民主主義のルールで定められた原則に同意しなければなら

ない。自己批判も必要であるし、同時に外部からの批判に対してもオープンである必要がある。 
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■フロアーからの発言 2 

ハーゲマン氏に質問。1 点目。アフリカの団体とのパートナーシップとネットワーキングについ

て言及された際、革新的であると紹介された活動があった。それより以前には、ドイツの市民社会

ではアフリカの団体とのパートナーシップやネットワーキングの前例がなかったということなの

か、あるいは、他の地域にフォーカスした既存のパートナーシップやネットワーキングと比較して、

より制度的に革新的であると言えるような仕組みがあったのか。 

2 点目。ハーゲマン氏のみ予算や資金に関して言及されなかった。ドイツでネットワーク NGO の

運営を考えた場合、マラウイや日本の NGO もそうだと思うが、ある程度政府に頼らざるを得ない状

況なのかどうか。 

□ヒルデガード・ハーゲマン氏 

1 点目。VENRO は、100 以上のメンバーで構成されており、過去 50 年であらゆる大陸、アフリカ・

中南米・アジアの国々とネットワークを構築してきた。私が言った「革新性」の意味は、共通のア

ドボカシーを行うこと・共通の立場を訴えるということが革新的であるということである。例えば、

国際会議に出席してみると分かるが、開発協力に関するほとんどの国際協力は、北の組織や NGO が

主催している。最後に声明を作るが、実際は会議が始まる前にその声明は作られていることが多い。

反対に、そうした事前準備をせず、時間を割いて同じ場所に集まり、議論し、その場で共通のポジ

ションを一から作りあげていくことを、私は革新的なアプローチであるとして言及した。北も南も

共通に直面している共通の課題があり、それをアドボカシーの中心に置くことができるのではない

か。 

2 点目。開発志向やアドボカシー志向など、多様な組織がドイツのプラットフォームに参加して

いるが、資金・予算はどの組織にとっても重要である。私たちのプラットフォームはメンバー団体・

個人からの寄付金も受けているが、政府からの支援も必要である。政府が税金を集めており、非営

利活動団体にその一部を配分し、開発協力に関わる活動に使えるようにすることは重要である。そ

の意味で政府との関連はあるが、同時に、独立性を維持するということを忘れてはいけない。CSO

は、単に開発協力だけでなく、環境・教育の分野でも税収の一部を獲得する権利がある。しかし政

府に過度な影響力を行使されるようになってはならない。市民社会には独自のアジェンダがあり、

全面的に独自の主体性をもって活動する権利を有している。 

私がプレゼンテーションの中でこれを強調しなかった理由は、私の所属組織の特異性のためであ

る。ドイツ平和と正義委員会はアドボカシーに注力しており、個人の寄付者および政府の公的資金

への依存度は高くない。むしろ、カトリック教会の税金を活動資金として得ており、カトリック教

会へ税金を払う信徒に対する説明責任がある。 

 

■フロアーからの発言 3 

クンバティラ氏へ質問。マラウイにおける NGO は資金に関して興味を持っており、資金が適正に

運用されているか、またその仕組みに関して関心があるということについて。マラウイが民主的に

なったのは 1994 年ということだが、その後の短い期間でいかにそうした関心を持つに至ったのか、

またどのように民間に国家予算監視に関する啓蒙を行い、意識を高める努力をしたのか。 

□アンドリュー・クンバティラ氏 

マラウイは 1964 年に独立し、1994 年に民主化に移行して市民社会が生まれた。今、参加型のア

プローチを広めようとしている。民主主義が広まりつつあるところに、政府は何をしているのかに

ついて興味を持つようになり、政府に対して説明責任を求めるようになった。日本も実施した債務
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の帳消し等の効果がきちんと最大化されることを確認したいと思ったためである。私たちの活動を

通して、人々の意識を高めることができた。その結果、政府は予算の策定に当たって、不透明な形

で行うのはなく、全てを公開するようになった。また、オーナーシップに関しても理解が深まるよ

うになった。 

 

■ファシリテーター：下澤 嶽氏 

今出てきているいくつかのポイントについて、4 名の方に自身の経験などからお答えいただきた

い。 

ハーゲマン氏の返答で、共通のテーマを参加型で探り当て、ポジションを参加型で作ることが革

新的な集中力のあるネットワークの役割だと指摘された。しかしそれでも北側のイニシアティブが

強すぎるのではないかと感じるが、この点に関して工夫できるポイントがあれば挙げていただきた

い。逆に、こうしてほしいという指摘があれば発言いただきたい。共通のアジェンダを作っていく

ときのルール・方法について、意見や経験等があれば伺いたい。例えば、言葉の問題や、歴史的に

欧米人が引っ張ってきたアドボカシーのテクニック等により、北側がイニシアティブを取ってしま

いがちだが、これをいかに乗り越えていくかが問題になるのではないか。 

□平野 敏夫氏 

私が先に言及した小型武器のネットワークでは、地球全体の国際ネットワークの下にリージョナ

ルネットワークがあり、さらにその下に各国のネットワークがあった。例えば、小型武器問題を多

く抱えるアフリカでは、南アフリカがリージョナルレベルでの中心的役割を担っており、その下に

周辺の南部アフリカ諸国のネットワークがあった。このようにネットワークを階層化し、弱い国が

その地域で強い国のリージョンの下に入ることで、国に予算がなくてもリージョナルな予算によっ

て動くことができている。リージョンを設けることで、弱い国の声も、その地域の強い国がカバー

していける、という経験がある。 

□アンドリュー・クンバティラ氏 

一点追加したい。共通のアジェンダを作る一つの方法としては、フォーラムを行い、課題を出し

て皆が議論するということが考えられる。議論すべき課題があっても、私たちはそれを議論のテー

ブルに持っていく力がなく、IMF や世銀等の意思決定に影響を及ぼすことができない。しかし、パ

ートナーシップを通じて、そこにアクセスがある人々と接点を持つことができれば、そこから IMF

や世銀に対して影響力を行使し変革を起こすことができる。従って、そういったフォーラムを行い、

そこで課題を提示することができれば、共通のアジェンダ作りを推進させることができるだろう。

その南北の声の組み合わせがあったので、債務救済を実現することができた。多国間の枠組みの中

で解決することができたのである。 

□ヒルデガード・ハーゲマン氏 

私もこの問題は重要だと考えている。共通アジェンダのネガティブな事例もある。例えば債務救

済に関してだが、北の声と南の声が協働し、世銀と IMF が実際に債務救済を関わるようになった。

しかし、貧困削減戦略は参加型ではあったが好ましくない結果に終わった。というのも殆どの国々

に関して、市民社会を恒常的には関与させる対話の形は行われておらず、そのため共通の貧困削減

戦略ではなく、一回限りの協議でしかなかったためである。しかも、草の根志向ではない NGO しか

協議には選ばれなかった。参加型のアプローチを徹底させるということに関しては、まだ多くの障

壁がある。アドボカシーの作業に関しても、北の側からも長期的コミットが必要である。 

 

■ファシリテーター：下澤 嶽氏 
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お金の問題に関して、クンバティラ氏に伺いたい。というのは、通常開発途上国の国々では、基

盤となる資金が得にくく、多くは北の NGO から来ていると推定される。その中で、資金力のパワー

によるアジェンダのバイアスという問題、バランスが取りにくくならないのかという疑問が生じる

が、こうした問題に対し、どのようなルールや原則があった方がよいという提言はあるか。 

□アンドリュー・クンバティラ氏 

自分たちの活動資金をどのように得ることができるか、ということは正しく南にとっての課題で

ある。日本における市民社会の活動は、外務省が支援をしているということだが、私たちは政府か

らの支援を全く求めることができない。というのも NGO は、政府を批判している立場にあるからで

ある。しかし仮に政府から支援を得たとしても、自分たちの自立性を失ってしまい、説明責任を求

めることができなくなってしまうため、活動に妥協はしないつもりである。南北で共通の課題が見

えつつあるので、その中で北の支援も得ることができるが、南においてもパートナーシップを組み、

共通のアジェンダが効率的な形で南の人の役に立つ形で使われているか、ということを確認してい

きたい。南の方が低開発や女性の問題等多様な問題を抱えているため、北側に頼ることはあるだろ

うが、北の善意に頼って、このアジェンダを採択してもらい、南の活動を支援していただきたい。 

□ヒルデガード・ハーゲマン氏 

北の視点からも大きな課題である。殆どの組織は、メンバーからの寄付に依存している。しばし

ば直面する問題は、資金が集められる課題と集められない課題があるということである。もう一つ

の問題は、常に支出側には説明責任があり、予算を確保するプレッシャーもあるけれども、他方で、

共通のアジェンダを設定したら、それを一般市民に公開し説明する必要があるということである。

資金が集まりやすい人気のある問題をアジェンダに入れるだけでなく、深刻な問題も取りいれてい

る必要がある。ここでは透明性が重要であり、透明性のある形で、その資金源・使途を提示し、ま

た各国の一般市民・メンバー団体と、何にお金を使わなければならないかを議論する必要がある。

予算をいかに確保するかというのは、政府にとっても NGO にとっても難しい課題であるが、情報を

開示し透明性を保つことが最も有効である。そして、参加型アプローチというルールを守り、パー

トナーと何が必要かということについて深く議論しターゲットに集中することで、信頼を保つこと

ができる。 

 

□岩附 由香氏 

このファンディングのイシューと、初めのイシューにつながることだが、ネットワークで何かし

ていこうと思うと、会議の設定をする時点で会議の結果がある程度決まってしまう。誰を呼ぶのか、

どこでやるのか、どのようなアジェンダにするのか等を決める場に、南の人たちがいるかどうかを

考えなければならない。難しいことではあるが、当事者の人たちの声が、会議のプランニングの段

階から反映されるのかを考慮すべきである。 

もう一つ、参加型で言えることは、自分に何が求められているのかわからないと、参加が出来な

いということである。何をして欲しいという具体的な要求を出し、かつ、この会議の目的は何であ

るといった情報を相手に伝えてから進めることが、共通して大事なのではないか。 

 

■フロアーからの発言 4 

日本の外務省では、国内のネットワークに具体的にどんな資金提供を行っているのか。また南の

国のネットワークに直接資金を支援するようなスキームを持っているのか。事例があれば教えてい

ただきたい。 

□寒川 富士夫氏（外務省国際協力局） 
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日本でも様々な活動をする NGO があるが、資金協力をどのような NGO に対し行っているかという

と、海外で事業をする日本の NGO には支援をしている。草の根無償資金協力では、現地の NGO に資

金供与している。また、日本の NGO に対してという観点から申し上げれば、NGO 無償資金協力とい

うものがあり、開発事業の NGO に対して資金援助を行っている。政府から NGO に対し、Aという国

で Bという分野において事業を行ってくれということを言うことは一切ない。つまり、NGO からの

提案に基づいて、その企画が極めて有効性があれば、我々は資金を提供するという形になる。 

アドボカシー型の NGO に対しては資金援助はしていない。しかし、NGO の様々な能力強化のプロ

ジェクトがあり、NGO 研究会などの場を設けている。日本の NGO の中には、アドボカシーのみを行

っている NGO と、事業型の NGO であってもアドボカシーの事業も行っている NGO がおり、アドボカ

シー型の NGO を育てていく必要があると感じている。 

 

■フロアーからの発言 5 

私は日本に住むアフリカ政府側の人間である。南の NGO は、北との協力において課題を抱えてい

る。母国で NGO の調査を行った際、途上国の問題は多様であるにも関わらず、活動が単一の分野に

集中してしまう、またドナー国の影響力が強いといった問題があることが判明した。これらはまだ

解決できていないと思われる。実際ある国では、北側の NGO は、帝国主義者の代理人と呼ばれてい

る。現地の問題よりもドナー国の関心分野の方に資金が集中してしまうのである。例えば、児童死

亡率が極めて高いことや、出産時の母親の死亡率も非常に高いといったことが NGO の測定により判

明しても、財務省でスキャンダルがあると人権問題の関心がそちらに移ってしまって、結局そちら

は無視されてしまうことがある。以前私が母国の経済企画省にいた時は、それが深刻な問題になっ

ていた。 

□ヒルデガード・ハーゲマン氏 

ドナー側と披援助側の関係に関する問題は、政府だけでなく NGO にとっても重要な問題であり、

北と南の NGO で話し合いが行われる際にはアジェンダで取り上げ議論する必要があるだろう。北の

NGO はもっと自己批判的でなくてはならないと考えている。私たちは開発協力を何十年も行ってい

るが、常に学習して、植民地主義的なアプローチを克服しなくてはならないと考えている。南のお

かげで私たちはそうしたアプローチのネガティブな影響を把握することができ、より自己批判的に

なってきている。今の発言は、的を射た重要な指摘である。この点は、ドイツや欧州の既存ネット

ワークにおいてもアジェンダに載せていくつもりである。 

□アンドリュー・クンバティラ氏 

私のプレゼンテーションの中で、難しい問題には深い調査をする必要があると述べた。私の言う

難しい問題というのは誰がアジェンダを決めるのか、北なのか南なのか、また何が課題であり優先

順位は何なのか、誰が何をするのか、ということである。しかし明るい側面としては、最近では、

北では内省の努力が見られることである。北側において、今日このような会議があること自体、北

と南のパートナーシップを改善できることが認識できた。また、北は南を単なる援助対象者として

見るのではなく、パートナーとして見て欲しい。北のアジェンダを満足させるのではなく、南が直

面する真の課題を解決するためにパートナーシップが構築されなければならない。 

 

4-7：閉講挨拶（下澤 嶽氏） 

今回の議論を通していくつか浮かびあがってきたものがある。 

1. アドボカシー活動の広範囲な広がり 

欧米だけでなく途上国にも、一つの主力の活動をするグループが生まれていて、そことの連携
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が既に存在していることが前提として理解された。 

2. 対等な南北のパートナーシップの必要性 

北のアジェンダを南が代弁するというこれまでの形から、共通のアジェンダ設定から始める対

等なパートナーシップが、今アドボカシー活動にも求められている。 

3. 共通アジェンダの設定をいかに参加型・対等な形にするかという試みの継続 

岩附氏の指摘通り、どこで開催するのか、誰がテーブルに座るのか、なぜその人が座るのか等

の設定から含めて対等な仕組みづくりが今急務である。 

4. より持続的にこういった議論を継続させる努力が必要 

これなしには、信頼関係のあるアドボカシー活動の広がりは持てない。これは特にハーゲマン

氏が主張されていた重要なことである。 

5. 資金の流れによるバイアスをいかに薄めるか 

これは難しい課題であるが、透明性を確保し、決定プロセスをオープンにすることによっての

み対応できるのではないかという指摘があった。 

 

北のアドボカシーグループにおいてもあてはまることだが、南の市民社会の人々はエリートであり、

一般市民から離れたところでロビー活動を行い続けていく中で、本当に市民の共鳴を得ているかと

いう課題が残っているのではと感じている。北も南も、背後にいる市民とのリンクの持ち方・共鳴

の持ち方について議論したかったが、それはまた次の機会としたい。 
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【5.附則：プレゼンテーション資料】 

「基調講演：日本市民社会連合の現状と可能性－南の市民社会との連携への展望－」に関するプレ

ゼンテーション資料 
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「北と南の市民社会間連携の経験（1）」に関するプレゼンテーション資料 
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「北と南の市民社会間連携の経験（2）」に関するプレゼンテーション資料 
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